
社会資本整備審議会における審議を経て、令和５年３月に関川水系河川整備
基本方針について、気候変動の影響による将来の降雨量の増大を考慮するとと
もに、流域治水の観点も踏まえたものに見直しが行われました。

◆気候変動を考慮して
関川水系河川整備基本方針を変更しました。

清流通信 川ッちゅ！ 第２４号
令和５年４月２８日

河川整備基本方針とは？
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社会資本整備審議会

（二級河川の場合）

都道府県河川審議会
河川整備計画の
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学識経験を有する者
河川整備計画の

案の作成

河川整備基本方針
の案の作成

河川整備基本方針
の決定・公表 都道府県河川審議会がある場合
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長長期期的的なな河河川川整整備備のの最最終終目目標標 河河川川整整備備基基本本方方針針にに従従っってて実実施施すするる
具具体体的的なな整整備備のの内内容容

（（計計画画対対象象期期間間 ：：２２００～～３３００年年間間程程度度））

〇〇河河川川整整備備計計画画のの目目標標にに関関すするる事事項項

〇〇河河川川のの整整備備のの実実施施にに関関すするる事事項項

〇〇当当該該水水系系にに係係るる河河川川のの総総合合的的なな保保全全とと
利利用用にに関関すするる基基本本方方針針

〇〇河河川川のの整整備備のの基基本本ととななるるべべきき事事項項

・基本高水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関
する事項

・主要な地点における計画高水流量、計画高水位、計画
横断形に係る川幅、流水の正常な機能を維持するため
必要な流量に関する事項

（一級河川の場合）

関係都道府県知事

（二級河川の場合）

関係市町村長

・河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該
河川工事の施行により設置される河川管理施設の
機能の概要

・河川の維持の目的、種類及び施工の場所

関係住民
意見聴取

意見聴取

意見を反映させる
ために必要な措置

意見聴取

「河川整備基本方針」とは、長期的な河川整備の最終目標です。

それを見据えて、当面の具体的な内容である「河川整備計画」を策定し、

「河川工事、河川の維持」を進めることとしています。
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保倉川放水路だより
今までの検討経緯や検討状況などを
ホームページでお知らせしています。

国土交通省 高田河川国道事務所
〒943-0847 新潟県上越市南新町3番56号

TEL 025-521-4540 （担当：調査第一課）

関川水系 河川整備基本方針変更の主なポイント

◆ 将来の降雨量の増加を見込んだうえで、

長期的な河川整備の目標流量である洪水の規模（基本高水流量）を変更しています。

関関川川水水系系 高高田田地地点点 既既定定計計画画 33,,770000mm33//ss →→ 今今回回変変更更 44,,000000mm33//ss

支支川川保保倉倉川川 松松本本地地点点 既既定定計計画画 11,,990000mm33//ss →→ 今今回回変変更更 22,,110000mm33//ss

※この基本高水流量を河道で流す分と洪水調節施設等で対応する分に配分。

◆ 流域治水の取組を推進する方向性を提示しています。

・ 保倉川放水路における対策 ・ 水田貯留の普及・拡大

・ 水害リスクを踏まえた土地利用・立地の誘導 など

（（参参考考））気気候候変変動動をを踏踏ままええたた
河河川川整整備備基基本本方方針針のの変変更更 実実施施状状況況
これまで気候変動を踏まえ基本方針の見直しを行った水系は、関川を

含めて7水系です（R5.3.13現在）。今後、一級河川１０９水系全てで変更

が進められる予定です。

※基準地点 高田、松本の計画規模1/100は維持

：気候変動を踏まえた
基本方針の見直しを行った水系
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＜＜河河道道とと洪洪水水調調節節施施設設等等のの配配分分流流量量＞＞

＜＜関関川川流流域域図図＞＞
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